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大寒を過ぎ寒さの厳しい日が続きますが、学校では毎日生徒が元気に学習や運動に取り組んでいます。大学

入学共通テストも実施され、中学生 3 年生も都外入試に続いて、いよいよ 1 月 26 日(日)から都立推薦入試、

2９日（水）からは都内私立推薦入試と、進路選択も佳境に入ってきました。遊びたい気持ちを抑えて毎日長

い時間学習に取り組んでいる人には相応の成果が訪れることと思います。試験当日には、落ち着いて地に足を

付けて実力を存分に発揮することを期待しています。 

２年生は自分の入試まであと一年。12 月には志望校を決めるのですが、上級学校調べ、自分の得点力の見

積もりは進んでいるでしょうか。先輩方がどのような様子で臨んでいるかよく見ておきましょう。 

ところで「傘を盗られる。」と心配する声もありましたが、昇降口に傘立てを設置しました。今のところ盗

る人はいないようです。家庭や小学校で「人のものを盗んではいけない。」「持ち物に記名することで、肌身離

さず持っていなくても大丈夫。」という日本社会のルールとマナーを教えられ、交通安全の観点から目立つ色

の傘を使うことが推奨されてきたことと思います。残念なのは、記名していないビニール傘を学校に持ち込ん

で晴れた日も放置する生徒がいることです。このままでは、持ち主不明の傘をひもで縛って捨てていた残念な

学校に戻ってしまいそうです。そうならないように担任の先生が指導しているようですが、ここは中学校なの

で、生徒自治が機能することを期待しています。 

 

 瑞江中学校とは  

左は、2 学期の終業式で生徒の皆さんにお話し 

した、東京都西多摩郡瑞穂町立瑞穂中学校の 

校章です。瑞穂中学校は、瑞江中学校と同じ 

昭和 22 年に開校したそうで、校長同士も古い友人で仲良しです。 

右上は、本校の校章の各種バージョンで、探せばもっとたくさんありそうです。 

昭和という時代のおおらかさが伝わってきますね。私たちの「瑞中」は、どのような学校なのでしょうか。

「瑞江」という地域の歴史も調べてみましょう。「城東電気軌道 江戸川線」とか、大変興味深いですよ。 

 

 初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について（諮問）  

小学校の授業を 40 分で 1 時間にしようか。中学校は 45 分。実験ができません。などと一部センセーショ

ナルに報道されていましたが、令和 6 年 12 月 25 日文部科学大臣臨時代理から、 

中央教育審議会に、『初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について』 

（諮問）が行われました。 

顕在化している課題として、 

① 主体的に学びに向かうことができていない子供の存在 

②学習指導要領の理念や趣旨の浸透は道半ば 

③デジタル学習基盤の効果的な活用 

などが挙げられ、主な審議事項としては、 

①質の高い、深い学びを実現し、分かりやすく使いやすい学習指導要領の在り方 

②多様な子供たちを包摂する柔軟な教育課程の在り方 

③各教科等やその目標・内容の在り方 

④教育課程の実施に伴う負担への指摘に真摯に向き合うことを含む、学習指導要領の趣旨の着実な実現の

ための方策などが示されています。 

いずれも本校の課題と重なるものであり、答申を待たずに実施できるものは進めていく必要があります。 
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 感染症に感染した場合の対応について  

九州などではインフルエンザの感染者が増えている。中国で春節を迎えると外国人旅行者による感染拡大

が心配だ。と、地域の方から学校の様子を心配する声がありましたが、本校では 1 月に入ってからインフル

エンザ罹患者は４名で、すでに回復して登校しています。新型コロナウイルス感染症の罹患者は０名です。 

日常的に感染防止対策を行うことに加え、体調が悪い生徒は登校を見合わせて、休養したり医師の診断を

受けたり適切な対応をしていただいているおかげだと感謝しています。 

地域毎の感染状況は、厚労省や NHK などでも速報していますので、参考にして下さい。 

学校でインフルエンザなどが流行し、各家庭に持ち帰ってしまうと、高齢者にも感染を広げてしまうこと

が懸念されるため、感染者は登校してはいけない決まりです。（この場合は「欠席」ではなく「出席停止」と

いう扱いになり、入試などで欠席日数が多いと言うことで不利になるようなことはありません）また、5 類

感染症になったとは言え、新型コロナウイルス感染症に罹患した生徒は、大人とは違い「出席停止」とする

ことが決められていますので、あらためてご確認ください。 

 インフルエンザ  

「学校保健安全法」を根拠に、「発症した後五日を経過し、かつ解熱した後二日を経過するまで」を出席

停止期間としています。 

この期間が過ぎて生徒が登校する際、江戸川区内の学校では、令和 5 年 9 月以降は医師の書く「治癒証明

書」や「陰性証明書」は不要で、それにかわる物として【季節性インフルエンザ診断報告書・登校報告書】を 

保護者が書いて生徒が学校に持参する事になっています。この書式は【瑞江中学校のホームページ】→【配付

文書】→【ＨＰ掲載資料】から印刷してご使用下さい。なお、紙に印刷した物をご希望の方は、お手数ですが、

学校まで取りに来てください。 

 新型コロナウイルス感染症  

令和 5年 5月から「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」 

上の位置付けが５類感染症になりました。これに伴って文部科学省から「学校保健 

安全法施行規則の一部を改正する省令の施行について（通知）」が出され、その中に 

「学校における出席停止措置の取扱いに関する留意事項」として「発症した後五日を経過し、かつ症状が軽快

した後一日を経過するまで」を基準とするとあります。インフルエンザと間違えやすいのでご注意を。 

またコロナには、届けで書式はありませんので、この期間が過ぎて生徒が登校する際には、出席できるよう

になった事を、出欠席を連絡する tetoru等で保護者から担任先生に、確実にご連絡ください。 

 

 令和 7 年度に向けた教育課程の編成・校内体制の整備  

1 月 10 日に、江戸川区教育委員会が主催する説明会がありました。都や区の事業を最大限に活用するとと

もに、学校の特色を生かした取り組みで、生徒の学力向上や体力向上はもちろん、実体験をもとにした思考・

判断・表現ができるように指導していきたいと考えています。 

教育課程に位置付ける特別活動について、例えば今年度当初、秋に一般保護者の参加なしで、2 時間程度で

終了する「学習発表会」が計画されていましたが、7 年度の時期は未定ですが、全教科の発表をして、生徒の



3 

 

 

頑張りを保護者に見ていただける機会を作りたいと思います。 

また、前年度に作ってあった年間計画に従い平日に開催した「進路説明会」は、3 年生の保護者の参加が少

なく、都立高校の受検料は保護者のクレジットカードで支払うことをお勧めします。など、大切なことを確実

に伝えられていないのではないかと心配になりました。７年度は土曜開催にしますので、ぜひご参加ください。 

本校は先生方の人数が少ないのに組織が複雑で会議の種類も多いので、整理が必要です。それを改善したと

しても今年度の様子を見ていると、まだ会議をしているのに生徒が再登校する時間になって部活動が始まる

という事が想定されます。7 年度以降は他区や区内他校でも実施しているように、教職員の会議日を確実に確

保します。具体的には水曜日を会議日として、その日は部活動の再登校はしないことにします。 

なお、江戸川区では運動部活動には複数の顧問をつけなければなりませんが、現在 2 つの運動部に副顧問が

いない状態なので、現在の状況が続けば、サッカー部以外にも来年度開設できない部活動ができる可能性があ

ります。教職員の異動があるので最終的には 4 月にならないと決まらないことですが、改めて部活動は４月に

開設して３月に解散する形で実施していること。顧問を引き受けていただける先生がいなければ開設できな

いことなどを、承知しておいて下さい。地域連携に向けた前向きなご提案があれば校長までお願いします。 

 

 事務事業監査がありました  

12 月 17 日に、地方自治法第 199 条第 1 項及び第 4 項の規定による定期監査を受けました。4 年に 1 回の

監査委員監査と事務局監査です。 

監査の着眼点としては、●運営は教育目標に基づき行われているか。●予算執行が計画的かつ効果的に行わ

れているか。●事務事業の執行及び管理運営が計画的かつ合理的に行われているか。●滞納整理、不納欠損処

分が適時かつ適正に行われているか。●前回の指摘事項及び注意事項は、是正又は改善がされているか。など

で、その他にも、理科準備室内の薬品庫の管理状況確認や、防災備蓄倉庫への立ち入り調査、今年度生徒が転

んで怪我をして救急搬送されたプールサイドの現場確認など、専門的かつ詳細なものでした。結果は指摘事項

なし、口頭指導 2 件でした。校長としては、令和 5 年度末時点で、学校納入金の未納がゼロ件など、本校保護

者の皆様にご協力いただいていることに大変感謝しています。教職員一同気を引き締めて、これからも適正な

学校経営を進めて参ります。 

 

 お知らせ  

 

 

 

＜生徒の活躍＞ 

 

○第 48回東部地域祭読書感想文コンクール 

   区長賞     

   実行委員長賞   
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○硬式テニス部 第５７回江戸川区立中学校 秋季総合体育大会 

（女子 １１月９日、男子１１月１６日 実施） 

  女子 個人の部（ダブルス） 

 準優勝  

     第３位  

         

 

  男子 団体の部 優勝 

     

  

 

 

 

 

〇美術科 令和 6年度 環境をよくする絵画コンクール 

      協議会長賞  

 

〇美術科 薬物乱用防止ポスター 

      優秀賞   

 

〇２学年 薬物乱用防止標語 

      優秀賞  

           

 

 

○バドミントン部 第 28回連盟杯争奪戦大会南地区予選会  1/12（日） 

 

 男子シングルス（１年の部）    女子シングルス（１年の部） 

   優 勝              第５位  

   準優勝  

   第三位  

   第三位  

   第五位  

   第五位  

   第五位  

 

 

○剣道部  第６３回 東京都中学校秋季剣道大会（新人大会）（１１月３日実施） 

       女子団体 出場 


